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札幌市基金条例の一部を改正する条例 

札幌市基金条例（昭和３９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

(1) 第２条第１項中第６号を削り、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、

第３号を第４号とし、第２号の２を第３号とし、第２１号を削り、第２２号

を第２１号とし、第２３号を第２２号とし、同項に次の１号を加える。 

(23)さっぽろ子ども未来基金（以下「子ども未来基金」という。） 子ども

の健やかな成長を社会全体で支えるための諸事業の推進に資する。 

(2) 第４条中「、新型コロナ対策支援基金」を削る。 

(3) 第８条第１項中「及び脱炭素化基金」を「、脱炭素化基金及び子ども未来

基金」に改め、同条中第１２項を削り、第１３項を第１２項とする。 

  附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項に１号を加え

る改正規定及び第８条第１項の改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 札幌市国民健康保険条例（昭和３６年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

附則第１８条及び第１９条中「第２条第１項第４号」を「第２条第１項第

５号」に改める。 

 

（理 由） 

 子どもの健やかな成長を社会全体で支えるための諸事業の推進に必要な資金

を積み立てることを目的として、新たにさっぽろ子ども未来基金を設置すると

ともに、新型コロナウイルス感染症対策支援基金を廃止する等のため、本案を

提出する。 


